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商標審査基準（一部抜粋） 

 

第７ 第７条の２ 

（地域団体商標） 

 

一、第７条の２第１項柱書 
 

第７条の２ 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有

しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員た

る資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に

付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商

工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条

第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組

合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれ

かに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の

業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている

ときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかか

わらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。 

１．第７条の２第１項柱書における主体要件について 

(1) 「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有し

ないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員

たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入

の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに

限る。）」（以下「事業協同組合等」という。）について 

次の①及び②を確認する。 

① 出願の際に提出された登記事項証明書その他の公的機関が発行した書

面（以下「登記事項証明書等」という。）において、出願人が法人格を
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有する組合であること。 

② 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根

拠法の該当条文において、「正当な理由がないのに、構成員たる資格を

有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に

付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」（以下「加入

自由の定め」という。）があること。 

例： 中小企業等協同組合法 第１４条 

農業協同組合法 第２０条 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第１０条    

(2) 商工会、商工会議所又は特定非営利活動法人について 

出願の際に提出された登記事項証明書等により、出願人が商工会法により

設立された商工会であること、商工会議所法により設立された商工会議所で

あること又は特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活

動法人であることを確認する。 

(3) 事業協同組合等、商工会、商工会議所又は特定非営利活動法人に相当する

外国の法人について 

(ｲ) 事業協同組合等に相当する外国の法人について 

次の①、②及び③を確認する。 

① 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根

拠法の該当条文（これに準じる法令、通達、判例その他の公的機関が定

めた文書で代替することが可能。以下「設立根拠法の写し等」という。）

において、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨の定めがあること。 

なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出

願人に対し、定款（法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則。

以下同じ。）の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満た

していること。 

②  出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書
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等）において、出願人が法人格を有すること。 

③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

 (ﾛ) 商工会又は商工会議所に相当する外国の法人について 

次の①、②及び③を確認する。 

① 設立根拠法の写し等において、商工業の改善発達を図ることを目的と

する旨及び営利を目的としない旨の定めがあること。 

なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出

願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を

満たしていること。 

② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書

等）において、出願人が法人格を有すること。 

③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

 (ﾊ) 特定非営利活動法人に相当する外国の法人について 

次の①、②及び③を確認する。 

① 設立根拠法の写し等において、営利を目的としない旨及び不特定かつ

多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促

進法第２条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨

の定めがあること。 

なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出

願人に対し、定款の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を

満たしていること。 

② 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（例：法人証明書

等）において、出願人が法人格を有すること。 

③ 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。 

２．「構成員に使用をさせる商標」について 

設立根拠法からして、構成員に商標を使用させることが想定されない組合

（例えば、消費生活協同組合、船主責任相互保険組合、農業共済組合）が出願
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人である場合など、本願商標を構成員に使用させないことが明らかである場合

には、地域団体商標の商標登録を受けようとする商標は「構成員に使用をさせ

る商標」ではないものとして扱う。 

 

（略） 


